
（単位：円）

担当課
工事番号

水道企画建設課 中村設備工業株式会社 R7.7.1
25100008 中村　恒夫 R8.3.31

R7.7.1
R8.4.16
R7.7.1
R8.4.16

水道企画建設課 有限会社福嶋商会 R7.7.8
25100017 福嶋　真紀 R8.3.31

R7.7.8
R8.4.13
R7.7.8
R8.4.13

水道企画建設課 有限会社和西建設 R7.7.31
25100020 北川　茂明 R8.3.31

R7.7.31
R8.5.6
R7.7.31
R8.5.6

水道企画建設課 角谷産業株式会社 R7.11.1
25100056 角谷　利佳 R8.3.31

R7.11.1
R8.4.29
R7.11.1
R8.4.29

水道企画建設課 中村設備工業株式会社 R7.12.2
25100061 中村　恒夫 R8.3.31

R7.12.2
R8.4.20
R7.12.2
R8.5.29

140

R8.4.17 179

R8.3.11

180 9.60%

R7.12.1 楠見中～粟配水管布設替工事 74,547,000 67,967,955 120

R8.4.22 39,886,000 36,454,000 3,192,145

151

R8.3.9 180

R7.10.31
和歌浦東１丁目～和歌浦中１丁目配水
管布設替工事

36,388,000 33,261,855

280

R8.4.17 143,374,000 125,873,000 △ 5,445,517 280 -4.15%

R8.3.10

280 2.50%

R7.7.30
舟津町１丁目～舟津町３丁目配水管布
設替工事

149,567,000 131,318,517 244

R8.4.6 118,987,000 104,214,000 2,546,390

267

R8.3.11 280

R7.7.7 木ノ本～西庄配水管布設替工事 116,072,000 101,667,610

R8.4.14 194,326,000 170,566,000 9,007,396 290 5.58%

R8.3.11

R7.6.30 宇田森～北配水管布設替工事 184,052,000 161,558,604 274

290

令和 8年度 4月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水・下水・農集・漁集会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和８年度

工 事 番 号 第 ２５１００００８ 号

工 事 名 宇田森～北配水管布設替工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ150mm DIP GX形 L= 255.8m
φ100mm DIP GX形 L= 548.6m
φ 75mm DIP GX形 L= 351.7m
消火栓設置工　1箇所
給水管切替工　113箇所
既設管撤去閉栓工　1式

変 更 の 理 由

　本工事において、次のとおり設計変更となります。

・既設管の土被りが当初想定よりも深く矢板施工延長が
伸びたことによる既設管撤去工の増額。

　以上の理由により、建設工事請負契約書第１８条第１
項第４号に基づき精査した結果、同契約書第１８条第４
項第２号に該当すると認められるため、同契約書第１８
条第５項及び第２５条の規定を適用し、増額変更とする
もの。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和８年度

工 事 番 号 第２５１０００１７号

工 事 名 木ノ本～西庄配水管布設替工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ150㎜　DIP　GX形　L= 393.4m
φ100㎜　DIP　GX形　L=  16.6m
消火栓設置工 　単口　2箇所
給水管切替工　50箇所
既設管撤去工 　1式
仮設配管工 　　1式

変 更 の 理 由

　本工事において、次のとおり設計変更となりま
す。

　給水管切替工において、切替延長及び継手等の
材料の追加による増額。
 管布設土工において、既設埋設物との離隔を確
認するため、試掘箇所を追加したことによる増額

　以上の理由により、建設工事請負契約書第１８
条第１項第４号に基づき精査した結果、同条第４
項第３号に該当すると認められるため、同条第５
項及び第２５条の規定を適用し、増額変更とする
ものである。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 ８

工 事 番 号

工 事 名

変更後の工事場所

L=567.4m

L=234.9m

3箇所

99箇所

1式

変 更 の 理 由

企業局

　本工事において、次のとおり設計変更となります。
・配水管布設工において、発注時点では判明していな
かった地下埋設物が支障となり、本工事での既設管と
の連絡管の施工が不可能と判明し、取り止めとなった
ことによる減額。

　以上の理由により、建設工事請負契約書第１８条第
１項第４号に基づき精査した結果、同契約書第１８条
第４項第２号に該当すると認められるため、同契約書
第１８条第５項及び第２５条の規定を適用し、減額変
更とするもの。

舟津町１丁目～舟津町3丁目配水管布設替工事

和歌山市舟津町１丁目から舟津町3丁目地内まで

変更後の工事概要

φ100mm　 DIP　GX形

φ 75mm　 DIP　GX形

消火栓設置工

給水管切替工

既設管撤去閉栓工

令和 年度

第 ２５１０００２０ 号



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和８年度

工 事 番 号 第２５１０００５６号

工 事 名 和歌浦東1丁目～和歌浦中1丁目配水管布設替工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ２００ｍｍ　ＤＩＰ　ＧＸ形　Ｌ＝４２．２ｍ
既設管撤去工　　　　　　　　　　　　１式

変更の理由

　本工事において、次のとおり設計変更となります。

・試掘の結果、ガス管が近接しており不断水の取り出し位
置を変更した。これに伴い、管延長および舗装復旧面積が
増工。
・道路管理者からBOXカルバート下越し部を二重管防護す
るよう指示があり、U形側溝を追加施工。

　以上の理由により、建設工事請負契約書第１８条第１項
第４号に基づき精査した結果、同条第４項第２号に該当す
ると認められるため、同条第５項及び第２５条の規定を適
用し、増額変更とするもの。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 ８

工 事 番 号

工 事 名

変更後の工事場所

L=220.0m

L=  8.1m

L= 17.6m

L=  6.8m

1箇所

19箇所

1式

変 更 の 理 由

企業局

令和 年度

第 ２５１０００６１ 号

楠見中～粟配水管布設替工事

変更後の工事概要

φ200mm　 DIP　GX形

φ100mm　 DIP　GX形

φ 75mm　 DIP　GX形

φ 50mm　 PP

消火栓設置工

給水管切替工

既設管撤去工

　本工事において、次のとおり工期変更となります。
・沿道住民および地元関係者から連日の通行止めは日
常生活への影響が大きいとの申し入れがあった。これ
を受けて調整を行った結果、当初計画していた予定よ
り交通規制を行わない日を多く設けることとなり、工
程の見直しが必要になった。

　以上の理由により、本工事の受注者より建設工事請
負契約書第２２条第１項に基づき、工期延長請求書の
提出があり、受注者の責めに帰すことができない事由
があると認められるため、同契約書第２２条第２項及
び第２４条の規定に基づき、３９日間の工期延長をす
るもの。


